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（
訳
文
）

合
意
さ
れ
た
議
事
録

本
日
東
京
で
署
名
さ
れ
た
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
お
け
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
大
韓
民
国
政
府
と
の
間
の
協
定

（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
下
名
は
、
次
の
了
解
を
こ
こ
に
記
録
す
る
。

１

転
換
、
燃
料
加
工
、
濃
縮
又
は
再
処
理
の
工
程
に
お
い
て
他
の
核
物
質
と
混
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
協
定
に
基
づ
い
て

移
転
さ
れ
た
核
物
質
及
び
回
収
さ
れ
又
は
副
産
物
と
し
て
生
産
さ
れ
た
核
物
質
の
特
定
性
が
失
わ
れ
た
場
合
又
は
失
わ
れ
た

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
協
定
の
下
で
の
当
該
核
物
質
の
特
定
に
つ
い
て
は
、
代
替
可
能
性
の
原
則
及
び
構
成
比
率
に
よ

る
比
例
の
原
則
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

２

協
定
第
二
条
及
び
第
三
条
の
適
用
に
当
た
り
、
ウ
ラ
ン
の
濃
縮
、
使
用
済
核
燃
料
の
再
処
理
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
転
換
及

び
資
材
の
生
産
の
た
め
の
技
術
及
び
設
備
並
び
に
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
は
、
協
定
の
下
で
は
移
転
さ
れ
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
。

３

協
定
第
五
条
に
関
し
、
両
締
約
国
政
府
は
、
協
定
の
効
果
的
な
実
施
の
た
め
、
協
定
の
適
用
を
受
け
る
核
物
質
、
資
材
、

設
備
及
び
技
術
の
最
新
の
在
庫
目
録
を
毎
年
交
換
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
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４

協
定
第
五
条
に
関
し
、
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
全
て
の
核
物
質
及
び
回
収
さ
れ
又
は
副
産
物
と
し
て
生
産
さ
れ
た

核
物
質
は
、
協
定
の
実
施
の
た
め
に
適
当
な
国
内
の
核
物
質
計
量
管
理
制
度
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

５

協
定
第
七
条
に
関
し
、
日
本
国
政
府
は
、
二
千
五
年
九
月
十
四
日
に
署
名
の
た
め
に
開
放
さ
れ
た
核
に
よ
る
テ
ロ
リ
ズ
ム

の
行
為
の
防
止
に
関
す
る
国
際
条
約
に
従
っ
て
適
切
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
、
大
韓
民
国
政
府
は
、
同
条

約
の
早
期
批
准
の
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
努
め
、
同
条
約
の
批
准
の
時
か
ら
、
同
条
約
に
従
っ
て
適
切
な
措
置
を
と

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

二
千
十
年
十
二
月
二
十
日
に
東
京
で
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日
本
国
政
府
の
た
め
に

前
原
誠
司

大
韓
民
国
政
府
の
た
め
に

権
哲
賢


